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■年間保険料額の例（平成29年度）
●単身世帯の場合 ●単身世帯（元被扶養者）の場合
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80万円 ９割 － 4,900円 増減なし 80万円 ９割 － 4,900円 増減なし
153万円 8.5割 － 7,400円 増減なし 153万円 8.5割 － 7,400円 2,500円増
168万円 8.5割 ２割 20,000円 4,700円増 169万円 ７割 － 14,900円 10,000円増
195万円 ５割 ２割 60,200円 1,700円減
211万円 ２割 ２割 88,600円 18,300円増
217万円 ２割 － 107,100円 9,900円減
●�夫婦2人世帯（共に被保険者）で、
　妻の年金収入が80万円以下の場合

●�夫婦2人世帯（共に被保険者）で、
　妻が元被扶養者、年金収入80万円以下の場合
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80万円 夫 ９割 － 4,900円 増減なし 80万円 夫 ９割 － 4,900円 増減なし
妻 － 4,900円 増減なし 妻 ９割 － 4,900円 増減なし

153万円 夫 8.5割 － 7,400円 増減なし 153万円 夫 8.5割 － 7,400円 増減なし
妻 － 7,400円 増減なし 妻 8.5割 － 7,400円 2,500円増

168万円 夫 8.5割 ２割 20,000円 4,700円増 168万円 夫 8.5割 ２割 20,000円 4,700円増
妻 － 7,400円 増減なし 妻 8.5割 － 7,400円 2,500円増

211万円 夫 5割 ２割 73,600円 18,300円増 211万円 夫 5割 ２割 73,600円 18,300円増
妻 － 24,900円 増減なし 妻 ７割 － 14,900円 10,000円増

222万円 夫 ５割 － 97,400円 14,900円減 222万円 夫 ５割 － 97,400円 14,900円減
妻 － 24,900円 14,900円減 妻 ７割 － 14,900円 10,000円増

266万円 夫 ２割 － 158,600円 9,900円減 266万円 夫 ２割 － 158,600円 9,900円減
妻 － 39,800円 10,000円減 妻 ７割 － 14,900円 10,000円増

　現在使用されている国民健康保険被保険者証は平成29年4月30日（日）までが有効期限となっています。
　つきましては、下記の日程により更新手続きを実施しますのでお知らせします。
●日　程
　　平成29年4月17日(月) 〜4月28日(金)
　　　幌延・下沼・北進・上幌延・開進地区の方　【役場住民生活課税務保険グループ】
　　　問寒別・中問寒・上問寒・雄興地区の方　　【問寒別出張所】
●持参するもの
　・現在使用中の国民健康保険被保険者証（既加入者）
　・印鑑
　・就学のために幌延から住所を移している方については、在学証明書又は合格通知書など。
●その他
　・�就職、離職等により、社会保険と国民健康保険の切替えが必要になる方はお早めに窓口へお越しくださ
い。

国民健康保険被保険者証の更新について

問合せ先：役場住民生活課 税務保険グループ 　 電話：5-1115　告知端末機：5-8812
　　　　　北海道後期高齢者医療広域連合 　 電話：011-290-5601
　　　　　　〒060-0062　札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館6階

問合せ先：住民生活課 税務保険グループ　電話：5-1115　告知端末機：5-8812


